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は じ め に

福島県では、平成２３年の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事

故により深刻な被害を受けたことから、復興に向けた様々な取組を進めてきました。

これと平行して、東日本大震災時の教訓を踏まえて、県民の安全・安心を確保する

ための様々な施策を進めています。

この取組は、市町村、関係機関との連携はもとより、県民の皆さんの自助・共助の

取組と、公助の取組が一体となって初めて、その効果を十分に発揮できるものです。

この冊子は、県の危機管理部をはじめとする県の危機管理について理解を深めて

いただくために作成したものです。



県石油業協同組合と災害時における燃料供給協定を締結し、緊急車両用の燃料

等を確保。

（３）緊急車両用の燃料確保

２ 物資

大規模災害発生時に、物流が滞り、物資が不足することを想定し、食料、生活必需品等
の備蓄を行っています。

また、災害対応に不可欠な緊急車両用の燃料等の備蓄を行っています。

福島空港、県立学校などの県有施設17か所において、県内避難者１万人の３日分

の食料、生活必需品等を備蓄。

（１）食料、生活必需品の備蓄

防災業務関係者等（県・市町村・消防職員等）約７千人の初期活動３日分の防護

服、保護マスク、線量計等を整備。

（２）原子力防災資機材の整備
保護具セット（防護服、手袋、手袋等）、
ゴム長靴、保護マスク、除染キット、
個人線量計、
サーベイメータ、
防災車、
資機材運搬車等

ガソリン110kℓ・
軽油110kℓを
中核給油所44ヵ所に備蓄

白飯90,000食、飲料水（1.5ℓ）60,000本、毛布、
紙おむつ、粉ミルク、
仮設トイレ、
石油ストーブ等

災害発生時における迅速な情報収集と情報提供を行うため、市町村との連絡体制を
拡充するとともに、県民の皆さんに対する情報伝達手段の多重化を図っています。

・地上有線、地上無線、衛星の３種類を有する総合情報通信ネットワークを整備。
・５９市町村に衛星携帯電話を携帯した県職員を派遣する制度を構築。
・避難地域１３市町村及び消防に衛星携帯電話５７台を配備。
・避難地域１３市町村に原子力災害専用の電話・FAX・TV会議システムを整備。

（※ TV会議システムは、役場が移転している市町村には帰還後に整備予定）

（１）市町村との連絡体制

１ 情報

・ツイッター、緊急速報メール、Ｌアラート（NHKのデータ放送等）の活用。
・災害発生時に、ヤフー(株)が県ＨＰの複製サイトを掲載。
・ヤフー(株)及びグーグル(株)のＨＰに県内指定避難所の情報を掲載。

（２）県民への情報伝達 テレビ会議

緊急速報メール

３ 協定

大規模災害発生時には、民間事業者・団体等と連携した災害対応が必要となります。
このため、支援物資やサービスが緊急に必要となる場合に備えて、物資や役務の供給

力を持つ民間事業者・団体と災害時応援協定を締結しています。

協定の概要（協定件数：２２２件 Ｈ２８.５.３１現在）

（１）自治体相互応援：１０件
北海道・東北８道県相互応援 など

（２）食料・飲料水・生活物資関係：３７件
燃料等の供給（県石油業協同組合）、物資等の調達（スーパー、ホームセンター、コンビニ等） など

（３）医療関係：６４件
医療救護活動（県医師会、県看護協会等）、医薬品等の備蓄・供給（県医療品卸組合） など

（４）輸送関係：７件
緊急救護輸送（県トラック協会、県バス協会）、物資保管（県倉庫協会） など

（５）土木・農林関係：５１件
建設機械、資材、労力の確保（県建設業協会）、応急仮設住宅の建設（プレハブ建築協会） など

（６）通信・報道関係：２１件 （８）被災者支援関係：１８件
放送要請（テレビ局、ラジオ局）、災害時の情報提供（Ｇｏｏｇｌｅ、ヤフー） など 要配慮者への宿泊施設の提供（県旅館ホテル生活衛生同業組合） など

（７）廃棄物関係：２件 （９）その他：１２件
災害廃棄物の処理（産業廃棄物協会） など 災害救助犬の出動（ジャパンケンネルクラブ、災害救助犬ネットワーク） など

知事と日本赤十字社社長による
「復興と防災対策に関する共同宣言」
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Ⅰ 東日本大震災後の防災対策



４ 防災訓練

災害発生時に迅速かつ的確な災害対応ができるよう、県では、様々な訓練を実施して
おります。

職員の災害対応力の向上、警察・消防・自衛隊など防災関係機関との連携の強化、県
民の皆さんの防災意識の高揚等に、引き続き取り組んでまいります。

県総合防災訓練

原子力防災訓練（スクリーニング）

大規模火災対応訓練

（４）避難行動要支援者避難訓練

災害発生時に自ら避難することが困難な高齢者や障がい者等を地域住民や自主
防災組織などが連携を図りながら避難させる実働訓練、市町村職員の対応力向上
を目的とした図上訓練を実施。

（６）避難指示区域等の大規模火災対応訓練

災害時の連絡体制の確認を行う図上訓練や消防本部消火隊、消防防災ヘリによ
る消火訓練、スクリーニング活動などの実働訓練を実施。

（７）火山防災訓練

吾妻山浄土平地区において、避難広報訓練、救助訓練、車両誘導訓練を実施。

（１）県総合防災訓練

地震、津波等の自然災害対応訓練、生物・化学物質災害対応訓練に加えて、災害
時応援協定に基づく緊急物資輸送訓練や燃料供給訓練、緊急速報メールを活用し
たシェイクアウト訓練などを実施。

（２）石油コンビナート総合防災訓練

特定事業所、防災関係機関の連絡体制の確認を行う図上訓練や大規模石油タン
ク火災消火訓練、流出油拡散防止訓練などの実働訓練を実施。

（３）原子力防災訓練

通信連絡訓練及び広報訓練、県原子力災害広域避難計画に基づく住民避難訓練、

緊急時モニタリング訓練、緊急被ばく医療活動訓練、災害対策本部設置運営訓練を
実施。

（５）災害対策本部事務局指定職員図上訓練

災害対策本部事務局指定職員を対象に、初動対応能力を向上させるための実践
的な図上訓練を実施。

（８）その他の訓練

緊急速報メール配信操作訓練、Ｌアラート情報伝達訓練、放射性物質飛散時の情報
提供訓練 など

災害対策本部事務局指定職員図上訓練 火山防災訓練

石油コンビナート総合防災訓練

避難行動要支援者避難訓練

2



５ 体制

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、県地域防
災計画の見直しを行うほか、危機管理部の設置、危機管理センターの整備など、防災・
危機管理体制の充実・強化を図っています。

（４）危機管理部の設置

東日本大震災及び原子力災害の教訓を踏まえ、迅速かつ的確な初動対応や情報
収集機能等の強化を図るため、危機管理部を設置(平成２７年４月）。

（１）県地域防災計画の見直し

○ 一般災害対策編等の見直し ○ 原子力災害対策編の見直し

【主な内容】
・初動対応の課題を踏まえた見直し

災害対応体制 情報連絡体制
住民避難対策 物資の確保

・災害対策基本法等の改正を踏まえた見直し
避難行動要支援者名簿 火山災害対策
土砂災害対策 等

【主な内容】
・原子力災害対策重点区域の拡大（発電所周辺６町⇒１３市町村）
・原子力災害時に発電所の状況に応じて、即時避難を実施する区域
を設定（原発から概ね５㎞圏内：略称PAZ）

・通報連絡の強化（衛星携帯電話を整備）
・モニタリング測定対象区域を拡大（１０㎞圏内→県全域））

楢葉原子力災害対策センター

対象施設：東京電力福島第二原子力発電所

南相馬原子力災害対策センター

対象施設：東京電力福島第一原子力発電所

（２）県原子力災害広域避難計画の策定

原子力災害対策重点区域の１３市町村約５５万人を対象に、避難元市町村ごとに

避難先の施設をあらかじめ定めるとともに、避難手段、避難ルートを設定（平成２６年
４月策定、平成２８年３月改定）。

（３）災害対策本部体制の強化

○ 原子力班の設置

原子力災害に備え、原子力施設・関係機
関との情報連絡やモニタリングに対応する
原子力班を新設。自然災害発生時にも、災
害対策本部事務局に原子力班を即時設置
（平成２４年１１月）。

○ プロジェクトチームの設置

災害固有の突発的な業務に当たるプロジェクトチームの設置について
県地域防災計画に規定（平成２４年１１月）。

○ 各班マニュアルの充実

災害対策本部事務局指定職員用の各班マニュアルの見直しを実施
（平成２６年３月）。

（５）危機管理センターの整備

県庁北庁舎内に危機管理センターを整備（平成２８年度）。
災害発生時において災害対策本部事務局を速やかに設置。
平時においては危機管理に関する情報発信、充実した訓練のために活用。

（６）オフサイトセンターの整備

原子力災害時の対策拠点として、非常用発電、放射線防護対策等の設備を備えた緊急事態応急対策拠点（オフサイトセン
ター）を発電所ごとに整備（平成２８年度）。

避難マップ

危機管理センターが整備される県庁北庁舎

市町村ごと
の避難先は

５ページ
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６ 自助・共助

災害発生時における被害の最小化を図るため、県、市町村等による対応（公助）を基
本としつつ、自助・共助の取組を促進し、県全体の防災力を高めてまいります。

（１）自助（自分の身を自分の努力によって守る）

防災に関心を持ち、防災に

関する知識を持つことが、減
災や地域の防災力向上に不
可欠であるため、防災出前講
座、防災講演会、防災セミ
ナー等を実施。

火山防災講演会・ワークショップ

（２）共助（地域や近隣の人が互いに助け合う）

地域における防災活動の

担い手となる人材を育成する
ため、自主防災組織リーダー
研修や防災士養成研修を実
施。防災士は平成２５年度か
ら４３３名養成。

リーダー研修会

自助
自分の身を

自分の努力

によって守る

公助

県、市町村、消防、警察等

が援助、救助等する

連 携

連 携 連 携

共助

地域や近隣の人が

互いに協力し合う
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７ 福島県原子力災害広域避難計画

◯ 重点区域１３市町村ごとに避難先市町村と避難先施設を定めています。
◯ 避難ルートを複数設定するとともに、スクリーニング場候補地を選定したほか、
避難に必要な情報を得るための避難中継所を必要に応じて設置することとしました。

田村市

南相馬市 川俣町

広野町 楢葉町
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いわき市
（西方向）

いわき市
（南方向）



大熊町 双葉町

浪江町 葛尾村

飯舘村
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川内村

※重点区域１３市町村とは・・・
県地域防災計画（原子力災害対策編）で定める区域。
平成２３年３月に発生した福島第一原子力発電所及び

福島第二原子力発電所の事故に伴う原子力災害において、
国の指示に基づく避難及び屋内退避の防護措置が講じら
れた範囲を考慮して定めています。

富岡町



本県は、東日本大震災及び原子力災害により大きな被害を受けました。

また、大震災以降、県民の皆さんの生活環境や県行政を取り巻く環境は大きく

変化し、過去に経験のないような様々な危機事象も発生しています。

県民の皆さんの生命、身体及び財産を守るため、警察、市町村、消防、国等

の関係機関と連携しながら、県の組織をあげて危機事象に迅速かつ適切に対応

していきます。

ここでは、県の危機管理の取組や役割についてご紹介します。
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Ⅱ 福島県の危機管理の取組について



県の取組･役割

県の取組･役割

福島県の危機管理の取組について

県の取組･役割

ゲリラ等によるテロ、
弾道ミサイルによる攻撃、
化学物質や生物毒物の大量散布、
発電所や列車等への攻撃
・・・などを想定

ミサイル攻撃やテロ等、
これらの事態は本県においても決して対岸
の火事ではありません。
実際に事態が起こった場合、県では、国や
市町村、関係機関等と連携し、県民の皆さん
の避難、救援及び武力攻撃災害への対処等を
行います。

主に鳥の病気ですが、海外では人間への感染も確認されていま
す。また、養鶏場で発生した場合は、鶏肉や鶏卵の流通にも影
響を及ぼすことになります。
県では、普段から監視・調査等を行い、疑いのある鳥を発見し
た場合、すぐに検査を実施、速やかにその後の対応を行います。

自 然 災 害

武力攻撃事態等原 子 力 災 害

鳥インフルエンザ新型インフルエンザ等

県の取組･役割

発生に備えた事前の取組

福島第一原発の監視体制

県では専門家や県民の方などをメンバーにした協議
会や県民会議を設置、国や東京電力への申入れ等
を行っています。

また、現地駐在職員が、毎日第一原発の状況確認
を行っています。

網申入れの様子

網立入調査の様子

放射線モニタリング体制

緊急時には関係機関が連携して
緊急時モニタリングを行うため、
オフサイトセンター内に緊急時
モニタリングセンターを設置。
測定の対象区域を発電所周辺
だけでなく全県に拡大します。

空間線量率、大気中
の放射性物質等を

モニタリングし、その
測定値をリアルタイム
で公表しています。

網モニタリングポスト

環境放射能監視テレメータシステム

防災訓練の実施

自然災害は、いつどこで起こるかわかりません。
県では、気象警報の発令や地震が発生した場合等には、
被害の有無に関わらず情報を収集し、対策等を検討し、
関係機関と連携して県民の皆さんの避難や救援、
被害にあった箇所の応急復旧等の対応を行います。
また、災害の発生に備え、防災訓練の実施や県民の方を
対象とした防災講演会、セミナーの実施、民間事業者等
と物資の調達等に関する協定を締結するなど、普段の
備えにも取り組んでいます。

応援協定等の締結

民間の力も活用して県全体の災害対応力を強化するため、
災害時応援協定を締結しています。

【協定の概要】 H28.5.31現在

（１） 自治体相互応援：１０件
（２） 食料・飲料水・生活物資関係：３７件
（３） 医療関係：６４件
（４） 輸送関係：７件 （７） 廃棄物関係：２件
（５） 土木・農林関係：５１件 （８） 被災者支援関係：１８件
（６） 通信・報道関係：２１件 （９) その他：１２件

自助・共助の促進

火山防災協議会の開催

東日本大震災における福島県の被害状況
（平成28年4月20日現在）

◆死者：３,８６６人
（うち震災関連死:２,０３８人）

◆行方不明者：３人
◆家屋の全壊：１５,１７１棟
家屋の半壊：７９,０３７棟

◆避難者数（平成24年5月：ピーク時）
１６万４,８６５人

災害が起きた場合は、県民の皆さん一人一人の行動（自助）と
地域での協力（共助）も重要です。
県では、これらを促進するため講演会や研修会を実施しています。

県の取組･役割

県では、新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り抑
制し、県民の皆さんの生命及び健康を守ります。
また、県民生活及び県民経済に及ぼす影響が最小となるよ
う対応を行います。

県では、事象に合わせたあらゆる訓練を実施しています。

●県総合防災訓練 ●火山防災訓練
●避難行動要支援者避難訓練
●災害対策本部事務局指定職員図上訓練
●避難指示区域等の大規模火災対応訓練

網

網

津波による浸水被害
（いわき市小名浜）地震による建物倒壊

（須賀川市八幡町）

<自助の促進>
防災出前講座
防災講演会
防災セミナー等

<共助の促進>
自主防災組織
リーダー研修

防災士養成研修等県総合防災訓練
の様子

火山防災講演会・ワークショップ 自主防災組織リーダー研修会

３火山協議会合同会議の様子

網防疫演習の様子

県では、原子力災害に備え、住民避難や通信・連絡
など、様々な訓練を実施しています。
訓練では、国や市町村のほか、消防、警察など１２５
の機関から約１０００名が参加して行われています。

パンフレットなどで避難場所があらかじめ県民の
皆さんに周知されるよう取組を進めています。

避難地図（例：楢葉町）

発生に備えた事前の取組

原子力防災訓練の実施

避難場所等の周知

原子力発電所の事故等が起こった場合、県民の皆さんの安全を確保し、
被害を最小限にとどめるため、国や市町村などと連携し、
被害状況をいち早く把握し、県民の皆さんに現在の状況を伝えます。
万が一、県民の皆さんが避難しなければならなくなった際には、あらかじめ
指定された施設に避難するよう関係機関と連携して取り組みます。

パンフレット
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県及び関係市町村が共同で、火山ごとに協議会を設置、
吾妻山、安達太良山、磐梯山において想定される
火山現象の状況に応じた警戒避難体制の
整備に関し、必要な協議を行っています。

網渡り鳥飛来地(イメージ)

網楢葉町(第二原発対象）

網南相馬市(第一原発対象）

オフサイトセンター



【協定の概要】 H28.2.18現在

● 自治体相互応援：１０件
● 食料・飲料水・生活物資関係：３６件
● 医療関係：６４件
● 輸送関係：７件 ● 廃棄物関係：２件
● 土木・農林関係：４８件 ● 被災者支援関係：１９

件
● 通信・報道関係：２２件 ● その他：１２件

武力攻撃事態等 自 然 災 害

県 の 取 組 ・ 役 割 自然災害は、いつどこで起こるかわかりません。
県では、気象警報の発令や地震が発生した場合等には、被害の有無に関わらず
情報を収集し、対策等を検討し、関係機関と連携して県民の皆さんの避難・救援、
被害にあった箇所の応急復旧等の対応を行います。
また、災害の発生に備え、防災訓練の実施や県民の方を対象とした防災講演会、
セミナーの実施、民間事業者等と物資の調達等に関する協定を締結するなど、
普段の備えにも取り組んでいます。

そ の 他 の 取 組 （ 事 前 の 備 え ）

防 災 訓 練 の 実 施

事象に合わせたあらゆる訓練を実施しています。
主な訓練
●県総合防災訓練 ●火山防災訓練
●避難行動要支援者避難訓練
●災害対策本部事務局指定職員図上訓練
●避難指示区域等の大規模火災対応訓練

応 援 協 定 の 締 結

民間の力も活用して県全体の災害
対応力を強化するため、災害時応援
協定を締結しています。

県総合防災訓練の様子

避難行動要支援者訓練の様子

連

携

生命
身体

財産
の

危機

住民の避難に関すること

住民の救援に関すること

応急復旧に関すること

自衛隊
警察

ボランティア
ＮＰＯ

指定(地方)
公共機関

市町村
（対策本部）

県
（対策本部）

国
（気象庁、消防庁）

住民等
地震・津波、
風水害発生、
火山噴火

他自治体
（応援）

気象情報の発表
(注意報・警報等)

総合情報通信
ネットワーク

防災行政無線
等

Ｊアラート

消防機関

避難情報の発表
(避難勧告・指示等)

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）とは・・・
津波警報、緊急地震速報、弾道ミサイル情報等
時間に余裕のない事態の情報を、衛星回線を利用して、
瞬時に国から自治体に伝達するシステムです。

【協定の概要】H28.5.31現在

（１） 自治体相互応援：１０件
（２） 食料・飲料水・生活物資関係：３７件
（３） 医療関係：６４件
（４） 輸送関係：７件
（５） 土木・農林関係：５１件
（６） 通信・報道関係：２１件
（７） 廃棄物関係：２件
（８） 被災者支援関係：１８件
（９） その他：１２件

知事と日本赤十字社社長による
｢復興と防災対策に関する共同宣言｣
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共助自助
自分の身を
自分の努力
によって守る

公助

県、市町村、
消防、警察等が

援助、救助等する

連 携

連 携 連 携

地域や近隣の
人が互いに
協力し合う

自 然 災 害

火 山 防 災 協 議 会 の 取 組
３火山協議会合同会議の様子

火山専門家
県、警察、消防※

陸上自衛隊※

地方気象台

国機関（地方整備局等）※

観光協会※

県バス協会 等
※各管轄地域の機関

安達太良山
火山防災協議会

磐梯山
火山防災協議会

福島市
北塩原村
猪苗代町
米沢市

福島市
郡山市

二本松市
本宮市
大玉村

猪苗代町

会津若松市
郡山市

喜多方市
北塩原村
磐梯町

猪苗代町
湯川村

県及び関係市町村が共同で火山ごとに協議会を設置、
吾妻山、安達太良山、磐梯山において想定される
火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し
必要な協議を行っています。

【主な協議事項】
警戒避難体制について協議します。

協議会の意見等を、
県及び市町村が策定
する地域防災計画に
反映します。

県
地域防災

計画

市町村
地域防災

計画

噴火シナリオ
※噴火に伴う現象と
及ぼす影響の推移を
時系列に整理したもの

火山ハザード
マップ

※噴火に伴う現象が
及ぼす範囲を地図上
に示したもの

避難計画
※避難場所、避難経路、
避難手段等を示したもの

吾妻山
火山防災協議会

自 助 ・ 共 助 の 促 進

県では、自助・共助の取組を促進するため講演会や研修会を実施しています。

自助の促進
●防災出前講座
●防災講演会
●防災セミナー 等

共助の促進
●自主防災組織
リーダー研修

●防災士養成研修 等

火山防災講演会・ワークショップ 自主防災組織リーダー研修会

●防災出前講座では･･･
県内に居住する方、または所在する事業所等が
主催する参加人数が概ね１０人以上の集会・会合
であれば、県の防災の専門家が、
身につけていただきたい防災知識や
万が一の場合の対応などお話しします。
詳細はお問い合わせまたは
ＨＰをご確認ください。
まずは知ることからはじめましょう！

災害が起きた場合は、県民の皆さん一人一人の行動（自助）と地域での協力（共助）も重要です。
自助、共助、公助が連携することで、被害の軽減に繋がります。

平成７年１月の阪神・淡路大震災では、倒壊した建物から救出された人の約８割が、
家族や近所の住民等によって救出されたという調査結果もあります。(内閣府 平成26年版 防災白書)

また、平成２３年３月の東日本大震災でも、避難から避難所の運営に至るまで、様々な自助、共助の
事例が見られ、その重要性が再認識されています。

いざというとき、まずは自分の身を守るため、
普段から、災害に関することや自分の住んで
いる地域に関心を持ち、家族と話し合う機会
を設けましょう。
具体的には･･･
□家具の転倒防止対策や家の耐震化
□食糧や物資の備蓄
□避難所の確認（ハザードマップの確認）
□情報収集（防災情報メール等の登録）
□防災訓練への参加

□発災時には速やかな避難 など

町内会で自主防災組織を結成するなどし、
地域の要配慮者（一人で避難することが
困難な方等）の支援体制づくりに取り組み
ましょう。
具体的には･･･
□町内会等(地域)で要配慮者を確認し、
声掛けや避難の手伝いなどの体制を整える
□地域で防災資機材を揃える
□防災訓練を実施する
□発災時には早めの行動 など

自 助 ・ 共 助 ・ 公 助 の 連 携 と は ？
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武力攻撃事態等 原 子 力 災 害

県の取組 ･ 役割
原子力発電所の事故等が起こった場合、県民の皆さんの

安全を確保し、被害を最小限にとどめるため、国や市町村などと連携し、被害状況を
いち早く把握し、県民の皆さんに現在の状況を伝えます。
万一、県民の皆さんが避難しなければならなくなった際には、あらかじめ指定された
施設に避難するよう関係機関と連携して取り組みます。

県 の 取 組 ・ 役 割

原 子 力 防 災 訓 練 の 実 施

そ の 他 の 取 組 （ 事 前 の 備 え ）

通 信 手 段 の 多 重 化

避 難 場 所 等 の 住 民 周 知

県では、原子力災害に備え、住民避難や通信・
連絡など、様々な訓練を実施しています。
訓練では、国や市町村のほか、消防、警察など
１２５の機関から約１０００名が参加して
行われています。

専用回線を使った電話やテレビ会議等の
連絡システムや衛星携帯電話など、県や
国、市町村などの間で緊急時の連絡手段
が確保されるよう通信の多重化を
進めています。

パンフレットなどで避難場所が
あらかじめ県民の皆さんに周知
されるよう取組を進めています。

避難地図（例：楢葉町） パンフレット
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原子力発電所における事故の発生等 生命・身体・
財産の危機

国
・原子力緊急事態宣言
・避難指示の判断

関係市町村
・住民広報
・避難誘導

県（災害対策本部）

連携

連携

・専用回線による連絡

・専用回線による
連絡

原子力事業者

通
報

オフサイトセンター
（南相馬・楢葉）

自衛隊

海上保安庁

消 防

原子力事業者

警 察

医科大学
・避難指示等の調整
・緊急時モニタリング
・原子力災害医療活動の調整

住民
等

連携

安
全
の
確
保

・平常時モニタリング
・広域避難手段の確保
・必要物資の手配



原 子 力 災 害

福 島 第 一 原 発 の 監 視 体 制

放 射 線 モ ニ タ リ ン グ 体 制

県では専門家や県民の方などをメンバーにした協議会や県民会議を
設置、国や東京電力への申入れ等を行っています。
また、現地駐在職員が、毎日第一原発の状況確認を行っています。

緊急時には、関係機関が連携して緊急時モニタリングを行うため、
オフサイトセンター内に緊急時モニタリングセンターを設置します。
また、測定の対象区域を発電所周辺だけでなく、全県に拡大します。

空間線量率、大気中の放射性物質等を
モニタリングし、その測定値を
リアルタイムで公表しています。

モニタリングポスト

↑ いずれもホームページでご覧いただけます ↑

【構成員】
○県民（13市町村各1名）
○各種団体（15団体各1名）

○学識経験者（3名）

福島県廃炉安全
確保県民会議

東京電力
（福島第一原発の

廃炉作業）

１３市町村
【構成員】
○県職員
○13市町村職員
○専門委員18名
…原子力工学などの専門家

福島県廃炉安全
監視協議会

県民目線の意見

各界各層の意見

行政

国

原子力規制委員会
（安全規制）

経済産業省
（廃炉工程の進捗管理）

県民

福島県

対策監・
専門員

現地駐在員

県ホーム
ページ

広報誌
電子

コンテンツ

申入れへの
意見反映

国及び東京電力
への申入れ

福島第一原発
への立入調査

県民への広報
県の取組・

廃炉に向けた取組状況

東京電力へ申入れ

福島県 環境放射能監視テレメータシステム

環境放射能監視テレメータシステムは、原子力
発電所を中心として設置したモニタリングポスト
（空間線量率や空気中の放射性物質濃度、
風向、風速等の測定装置）の測定データを

集め、常時監視するシステムです。

廃炉安全監視協議会
による立入調査

廃炉安全確保県民会議

現地駐在職員による立入調査

現地駐在職員
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検索 福島県放射能測定マップ検索 福島県環境放射能監視テレメータシステム

福島県放射能測定マップは県内全域で行っている放射能
測定値を確認することができるサイトです。
●空間線量・・・県内各地定点、学校・児童福祉施設等、

その他（公園、観光地等）
●放射性物質・・・海水、海底土、水浴場、屋外プール等

可搬型モニタリングポスト

リアルタイム線量測定システム

移動モニタリング



武 力 攻 撃 事 態 等

県 の 取 組 ・ 役 割

そ の 他 の 取 組 （ 事 前 の 備 え ）

訓 練 の 実 施

県総合防災訓練において、テロを想定したＢＣ（生物
剤･化学剤）災害対応訓練を実施しています。

また、国、市町村、警察、消防など関係機関と共同で
武力攻撃等を想定した訓練を実施、的確に対応できる
体制づくりに努めます。

情報伝達手段について

被害が予想される場合には、
Ｊアラート（全国瞬時警報システム）
により市町村防災行政無線を自動起動
させ、国が発令する警報等を瞬時に
県民の皆さんに伝達します。
また、エムネット（緊急情報ネット
ワークシステム）とは、国から県・
市町村・報道機関等に専用回線を
通じて情報が提供されるシステムです。

これらのシステムも万一に備え、
定期的に試験や訓練を行い、確実に
情報が入手できるように確認してい
ます。

ミサイル攻撃やテロ等、これらの事態は本県においても
決して対岸の火事ではありません。
実際に事態が起こった場合、県では、国や市町村、関係機関等と連携し、県民の
皆さんの避難、救援及び武力攻撃災害への対処等を行います。

県総合防災訓練におけるＢＣ訓練の様子

【武力攻撃事態】

○着陸･上陸侵攻

○ゲリラや特殊部隊
による攻撃

○弾道ミサイル攻撃

○航空機攻撃

【緊急対処事態】

○破壊の手段として交通機関を用いた攻撃
（航空機の自爆テロ等）

○多くの人を殺傷する特性のある物質等による攻撃
（爆弾の爆破、毒物の大量散布等）

○多くの人が集まる施設や輸送機関等への攻撃
（集客施設、駅、列車等の爆破）

○危険な物質のある施設等に対する攻撃
（原発や石油コンビナート、危険物積載船等への攻撃）

武力攻撃
事態等
とは？

連 携

生命
身体

財産
の

危機

住民の避難に関すること

住民の救援に関すること

武力攻撃災害への対処に関すること

自衛隊
警察

海上保安部

ボランティア
ＮＰＯ

指定(地方)
公共機関

市町村
（対策本部）

県
（対策本部）

国
（対策本部）

住民等
武力攻撃

事態の発生

武力攻撃
情報等

総合情報通信
ネットワーク

防災行政無線
等

Ｊアラート

消防機関

エムネット
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武力攻撃事態等 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ

主に鳥の病気ですが、海外では人間への感染も確認され
ています。また、養鶏場で発生した場合は、鶏肉や鶏卵の流通にも影響を及ぼす
ことになります。
県では、普段から監視・調査等を行い、疑いのある鳥を発見した場合、すぐに
検査を実施、速やかにその後の対応を行います。

県 の 取 組 ・ 役 割

その他の取組（事前の備え）

防 疫 演 習 の 開 催

養鶏場での発生に備え、毎年県内
７方部で防疫演習を実施しています。

愛 玩 鳥 （ ペ ッ ト ） に つ い て

愛玩鳥について異常があった場合には、
速やかに現地調査等を行います。
飼い主の皆さんは、家畜保健衛生所または
保健福祉事務所に届け出てください。

普 段 か ら の 検 査 ・ 監 視

●養鶏場の鳥インフルエンザモニタリング
検査

→毎月１８戸の養鶏場の検査を継続して
実施しています。

●野鳥の定期的な感染調査
→１０月、１１月、１月、３月に福島市の
公園で糞便採取調査を実施しています。

国（対策本部）

検査の実施

陽性の場合

移動制限区域の設定
（通行車両の消毒）

県（連絡会議・本部会議）

公表、広報

殺処分と埋設、
農場の消毒

周辺農場の防疫

異常

家きん
の発生

～家きん（飼われている鶏）の場合～

連

携 自衛隊

警察署

市町村等

県民の皆さんへお願い

日 頃 か ら 注 意 し て ほ し い こ と

・野生の鳥に近づきすぎない
・野生の鳥を素手で触らない
・野生の鳥の排泄物などに触れた場合は手洗いと
うがいをする

・怪我や衰弱していたり死亡している野生の鳥がいた
場合は地方振興局県民環境部へ連絡してください。

国

死亡
野鳥
の発生 個体の回収・消毒

検査の実施

陽性の場合

野鳥監視・調査の強化等

公表、広報（注意喚起）

周辺住民への対応

近所の家きん農場へ立入

県（連絡会議・本部会議）

～野鳥の場合～

鳥類を扱う動物取扱施設
へ立入
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武力攻撃事態等 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等

県では、新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り
抑制し、県民の皆さんの生命及び健康を守ります。
また、県民生活及び県民経済に及ぼす影響が最小となるよう対応を行います。

新型
インフルエンザ
等の発生

県 （対策本部）

予防接種の実施

医療体制の調整

抗インフルエンザウイルス薬の備蓄、流通調整

指定(地方)
公共機関
･･･医師会、

病院協会等

市町村

国
（対策本部）

連 携

生命
健康
の

危機

水際対策（空港や港での対策）

まん延防止対策（患者の接触者への対応）

平時からのサーベイランス（調査)の実施

住民
等

県 の 取 組 ・ 役 割

県では、空港の利用者から新型インフルエンザ等が発生したと想定し、中核市、検疫所、
消防、警察などと訓練を実施しています。

検疫で体温測定 検体採取 疑い患者を
安全に移送開始

感染症指定医療機関へ 二次感染を予防しながら県の移送車まで移動

新型インフルエンザ等とは、人から人に持続的に感染するウイルスを病原体とする
インフルエンザ等であって、国民の大部分が免疫を獲得していないことから、全国
的かつ急速なまん延により、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある
ものをいいます。季節性のインフルエンザとは異なります。

そ の 他 の 取 組 （ 事 前 の 備 え ）

空 港 に お け る 水 際 策 合 同 訓 練 の 実 施

新型

インフルエンザ
等とは？
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武力攻撃事態等蚊媒介感染症～デング熱・ジカウイルス感染症等～

県では、平時から、市町村、県民の皆さんと連携を図り、
感染源となるウイルスを媒介する蚊の対策を行います。
また、海外での感染を予防するため、発生地域へ渡航する際の予防方法に
ついて周知を行います。

県 の 取 組 ・ 役 割

ジカ熱
とは？

発 生 地 ： 南米などを中心に発生している。通常は、渡航者が発生国で感染した蚊に刺され帰国する
ことで国内に持ち込む感染症である。

症 状 ： 軽度の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹、結膜炎、疲労感、倦怠感等が通常２～7日間続く。
妊婦が感染することにより小頭症の新生児が出生する可能性がある。

感染経路： ウイルスに感染した蚊の吸血により人へ感染する。感染したパートナーとの性交渉により
感染する可能性もある。

県（中核市）

医療機関 疑われる事例を診察
⇒ 最寄りの保健所へ連絡

住民
等 国内感染確定

保健所

衛生
研究所等

デング熱・ジカウイルス感染症
の検査実施

蚊から人に感染しないように

二次感染予防の指導

県 市町村

連
携

国内の推定感染地の絞り込み

蚊・幼虫の生息調査

蚊・幼虫の駆除

デング熱・

ジカウイルス
感染症等

国内感染

事例発生

生命
健康
の

危機

特に5月から1０月は、ヒトスジシマカの幼虫が好む自宅周りの
小さな水溜まり等をなくすようにしてください。

県民の皆さんへお願い

日 頃 か ら 注 意 し て ほ し い こ と
海 外 の 流 行 地 へ

出 か け る 際 は ・ ・ ・

海外の流行地へ出かける際は、
できるだけ肌を露出せず、
蚊の忌避剤（虫よけ剤）を使用
するなど、蚊に刺されないよう
注意してください。

また、帰国後に心配なことが
ある場合は、最寄りの保健所に
ご相談ください。
なお、発熱などの症状がある場合
は、医療機関を受診してください。
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武力攻撃事態等 大 気 汚 染 ・ 水 質 事 故

現在、中国をはじめとする世界各国でPM2.5
による大気汚染が問題となっています。
県では、光化学オキシダントやPM2.5などの大気汚染物質について、県内３7
箇所において常時監視しています。これらの大気汚染物質の濃度が上昇し、
国の基準値を超過した場合には、注意報や警報を発令し、県民の皆さんへ情報
提供を行います。

県 の 取 組 ・ 役 割

大気汚染
の発生

県

報道機関

市町村

国
（環境省・気象台）

健康
の

危機

注意報・警報等発令

住民
等

汚染物質の常時監視
基準値超過

保育園、幼稚園、
小中学校、高校、
大学、病院等 広報・注意喚起 警察署 消防署

情報提供
（ファックス、メール、電話）

工場・事業場への
燃料使用量削減協力要請

大気汚染物質常時監視体制

水質事故が発生すると、上水道や農業用水等の
汚染や魚類のへい死などが発生する恐れがあります。
県では、県内の河川や湖沼で水質事故が起こった際に、被害を最小限にとどめる
ため、国や市町村と連携し、被害状況の把握、関係機関への連絡、応急対応等を
行います。

水質事故
の発生

上水道、
農業用水等
の汚染

魚類のへい死
等

市町村
国

（河川管理
事務所等）

健康
の

危機

被害拡大の防止

住民
等

原因物質の流出防止・回収

警察署消防署
連
携

原因究明・再発防止

県

環境監視

水道取水の停止

農業用水使用の
停止呼びかけ等

現地調査

水質調査

原因者への指導

水質事故防止啓発

県 の 取 組 ・ 役 割

大気測定局が県内３７箇所（右図）
に配置されており、大気汚染物質
の測定を行っています。
また、得られた測定結果は、
県ホームページにおいて、
リアルタイムで公表しています。

大 気 汚 染

水 質 事 故

大気測定局
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武力攻撃事態等 食 の 安 全 に 関 わ る 事 故

近年、「冷凍・加工食品への農薬・薬物混入、非常用
事故米の不正流通、賞味期限の改ざんや産地偽装等々」食の安全に関わる事故等
が社会問題となりました。
食の安全に関わる広域又は大規模な事故等が発生した場合、県民の皆さんの不安
が増大し、健康・生命にも重大な被害を生じさせるおそれがあります。
そのような事故が発生した場合は、「福島県食の安全対策本部」を設置して、
全庁的に連携しながら迅速・的確に対応します。

県 の 取 組 ・ 役 割

県（対策本部、連絡調整会議）

被害拡大・再発防止の行政措置
※改善命令、業務停止など

食の安全
に関わる
事故の発生
情報の入手

・・・有害物質、
農薬混入等

国
厚生労働省
農林水産省
消費者庁等

結果、必要に応じて

関係事業者の調査・検査

情報収集

公表・広報

生命
健康
の

危機

住民
等

ふくしま食の安全・安心に関する基本方針

福島県における食品の安全確保については、平成23年３月の東日本大震災及び東京電力福島第一
原発事故の発生などにより、食を取り巻く情勢が大きく変化したことから、平成24年11月に
「ふくしま食の安全・安心に関する基本方針」及び基本方針に沿った具体的な行動計画である
「ふくしま食の安全・安心対策プログラム」を策定しました。
基本理念である「ふくしまにおける食の安全の確保と安心の実現」に向けて、関係機関等と連携
して取り組んでいきます。

そ の 他 の 取 組

①安全な食品の生産と供給
②監視・指導の強化
③食品表示の適正化の推進
④検査体制の充実
⑤調査研究の推進

①情報の共有と普及啓発の推進
②リスクコミュニケーションの
促進

③県民の意見の施策への反映
④食育の推進

①放射性物質対策
②食品・飲用水の放射性物質
検査と情報発信

③情報共有とリスクコミュニケーション
の促進

④調査研究の推進

施策１

生産から消費に
至る食の安全の
確保

施策２

行政、事業者及び
消費者の情報共有
と相互理解
⇒信頼関係の構築、

食の安心の実現

施策３

食品中の
放射性物質
対策の取組

基本理念

「ふくしまにおける食の安全の確保と安心の実現」

基
本
施
策

食
の
安
全
・安
心

対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
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